
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目

次

【

告

示

】

○

特

定

計

量

器

定

期

検

査

産

業

企

画

課

○

漁

船

保

険

付

保

義

務

の

同

意

を

求

め

る

た

め

の

水

産

課

届

出

及

び

指

定

漁

船

調

書

の

縦

覧

○

生

産

物

等

売

払

代

金

の

収

納

事

務

の

委

託

教

育

委

員

会

【

公

告

】

○

特

定

非

営

利

活

動

法

人

の

定

款

変

更

の

認

証

の

県

民

生

活

交

通

課

申

請

○

河

川

整

備

計

画

の

案

の

縦

覧

河

川

課

岡

山

県

公

報

平成２６年４月２８日 第１１５８０号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
六
十
三
号

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
計
量
器
定
期
検
査

を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

な
お
、
対
象
と
な
る
特
定
計
量
器
は
、
非
自
動
は
か
り
（
計
量
法
施
行
令
（
平
成
五
年
政
令
第
三
百

二
十
九
号
）
第
五
条
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く

、
分
銅
及
び
お
も
り
と
す
る
。

。
）

平
成
二
十
六
年
四
月
二
十
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

定
期
検
査
を
行
う
区
域
、
場
所
及
び
期
日

区

域

場

所

期

日

西
粟
倉
村

い
き
い
き
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

平
成
二
十
六
年

一
三:

三
〇
～

六
月

二
日

一
五:

三
〇

奈

義

町

奈
義
町
役
場

〃

三
日

一
〇:

〇
〇
～

一
二:

〇
〇

〃

〃

〃

一
三:

〇
〇
～

一
五:

〇
〇

勝

央

町

勝
英
農
業
協
同
組
合
勝
央
支
店
米
検
査

〃

四
日

一
〇:

三
〇
～

場

一
二:

〇
〇

豊
久
田
ぶ
ど
う
選
果
場

〃

〃

一
三:

三
〇
～

一
五:

〇
〇

勝
央
町
役
場

〃

五
日

一
〇:
〇
〇
～

一
二:

〇
〇

〃

〃

〃

一
三:
〇
〇
～

一
四:
三
〇

美

作

市

美
作
市
高
齢
者
福
祉
セ
ン
タ
ー｢

や
ま
ゆ

〃

九
日

一
〇:

三
〇
～

り
苑
」

一
二:

〇
〇

美
作
市
勝
田
総
合
支
所

〃

〃

一
三:

三
〇
～

一
五:

三
〇

美
作
市
東
粟
倉
総
合
支
所

〃

十
日

一
〇:

〇
〇
～

一
二:

〇
〇

〃

〃

〃

一
三:

〇
〇
～

一
四:

三
〇

美
作
市
大
原
総
合
支
所

〃

十
一
日

一
〇:

三
〇
～

一
二:

〇
〇

〃

〃

〃

一
三:

〇
〇
～

一
五:

〇
〇

美
作
市
作
東
公
民
館

〃

十
二
日

一
〇:

〇
〇
～

一
二:

〇
〇

〃

〃

〃

一
三:

〇
〇
～

一
五:

〇
〇

美
作
市
英
田
保
健
セ
ン
タ
ー

〃

十
三
日

一
〇:

〇
〇
～

一
二:

〇
〇

〃

〃

〃

一
三:

〇
〇
～

一
五:

〇
〇

美
作
市
役
所

〃

十
六
日

一
〇:

三
〇
～

一
二:

〇
〇

〃

〃

〃

一
三:

〇
〇
～

一
五:

〇
〇
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〃

〃

十
七
日

一
〇:

〇
〇
～

一
二:

〇
〇

〃

〃

〃

一
三:

〇
〇
～

一
五:

〇
〇

備

前

市

日
生
市
民
会
館

〃

十
八
日

一
〇:

〇
〇
～

一
二:

〇
〇

〃

〃

〃

一
三:

〇
〇
～

一
五:

〇
〇

〃

〃

十
九
日

一
〇:

〇
〇
～

一
二:

〇
〇

〃

〃

〃

一
三:

〇
〇
～

一
五:

〇
〇

備
前
市
役
所
吉
永
総
合
支
所

〃

二
十
日

一
〇:

〇
〇
～

一
二:

〇
〇

〃

〃

〃

一
三:

〇
〇
～

一
五:

〇
〇

伊
里
公
民
館

〃

二
十
四
日

一
〇:

〇
〇
～

一
二:

〇
〇

備
前
市
役
所
三
石
出
張
所

〃

〃

一
三:

三
〇
～

一
五:

三
〇

リ
フ
レ
セ
ン
タ
ー
び
ぜ
ん

〃

二
十
五
日

一
〇:

〇
〇
～

一
二:

〇
〇

〃

〃

〃

一
三:

〇
〇
～

一
五:

〇
〇

〃

〃

二
十
六
日

一
〇:

〇
〇
～

一
二:

〇
〇

〃

〃

〃

一
三:

〇
〇
～

一
五:

〇
〇

〃

〃

二
十
七
日

一
〇:

〇
〇
～

一
二:

〇
〇

〃

〃

〃

一
三:
〇
〇
～

一
五:

〇
〇

二

実
施
機
関

岡
山
県
指
定
定
期
検
査
機
関

一
般
社
団
法
人
岡
山
県
計
量
協
会
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◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
六
十
四
号（

）

、

漁
船
損
害
等
補
償
法
施
行
令

昭
和
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八
号

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意

を
求
め
る
た
め
の
事
前
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
当
該
届
出
に
係
る
指
定
漁
船
調
書
を
次
の
と
お
り
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
四
月
二
十
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

玉
野
市
胸
上
二
五
三
〇

一
一

藤
原

時
男

－

玉
野
市
石
島
三
〇
一
三

中
野

節
男

二

加
入
区

胸
上

三

漁
船
損
害
等
補
償
法
第
百
十
三
条
第
一
項
の
申
出
を
す
る
漁
業
協
同
組
合
の
名
称

胸
上
漁
業
協
同
組
合

四

縦
覧
期
間

平
成
二
十
六
年
四
月
二
十
八
日
か
ら
同
年
五
月
十
二
日
ま
で

五

縦
覧
場
所

岡
山
県
農
林
水
産
部
水
産
課

一

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

玉
野
市
田
井
一

二
一

一
五

宮
崎

光
夫

－
－

玉
野
市
後
閑
一
五
一
〇

一
七

岡
本

晴
美

－

二

加
入
区

玉
野

三

漁
船
損
害
等
補
償
法
第
百
十
三
条
第
一
項
の
申
出
を
す
る
漁
業
協
同
組
合
の
名
称

た
ま
の
漁
業
協
同
組
合

四

縦
覧
期
間

平
成
二
十
六
年
四
月
二
十
八
日
か
ら
同
年
五
月
十
二
日
ま
で

五

縦
覧
場
所

岡
山
県
農
林
水
産
部
水
産
課
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一

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

笠
岡
市
西
大
島
新
田
三
五
七

一
六

伊
藤

良
行

－

笠
岡
市
神
島
一
四
三
八

後
谷

道
広

二

加
入
区

大
島
美
の
浜

三

漁
船
損
害
等
補
償
法
第
百
十
三
条
第
一
項
の
申
出
を
す
る
漁
業
協
同
組
合
の
名
称

大
島
美
の
浜
漁
業
協
同
組
合

四

縦
覧
期
間

平
成
二
十
六
年
四
月
二
十
八
日
か
ら
同
年
五
月
十
二
日
ま
で

五

縦
覧
場
所

岡
山
県
農
林
水
産
部
水
産
課
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◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
六
十
五
号

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

収
納
の
事
務
を
次
の
と
お
り
委
託
し
た
。

平
成
二
十
六
年
四
月
二
十
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

委
託
し
た
事
務
の
内
容

生
産
物
等
売
払
代
金
に
係
る
収
納
事
務

二

委
託
し
た
収
入
の
種
類

生
産
物
等
売
払
代
金

三

委
託
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
名
称

１

岡
山
市
南
区
藤
田
五
六
〇
番
地
二
三
六

ダ
イ
キ
株
式
会
社
ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
ダ
イ
キ
Ｅ
Ｘ
岡
山
店

店
長

宇
高

誠
二

２

玉
野
市
田
井
二
丁
目
四
四
六
四
番
地

有
限
会
社
み
ど
り
の
館
み
や
ま

代
表
取
締
役

黒
田

晋

３

岡
山
市
東
区
瀬
戸
町
光
明
谷
一
九
五
番
地

岡
山
東
農
業
協
同
組
合

代
表
理
事
組
合
長

長
田

謙
二

４

岡
山
市
東
区
瀬
戸
町
観
音
寺
二
一
八
の
四
番
地

青
空
会

管
理
者

石
原

靖
子

５

赤
磐
市
松
木
四
八
〇
番
地
の
三

株
式
会
社
Ａ
コ
ー
プ
西
日
本
く
ま
や
ま
店

店
長

片
岡

仁
司

６

高
梁
市
落
合
町
阿
部
一
七
〇
〇
番
地

備
中
開
発
株
式
会
社

代
表
取
締
役

仲
田

泰
彦

７

高
梁
市
中
原
町
一
三
八
三
番
地

び
ほ
く
農
業
協
同
組
合

代
表
理
事
組
合
長

中
山

晃
一

８

高
梁
市
津
川
町
今
津
八
八
三
番
地
一

び
ほ
く
農
業
協
同
組
合
グ
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー

所
長

塩
田

光
義

９

新
見
市
高
尾
二
四
二
三
番
地

阿
新
農
業
協
同
組
合

代
表
理
事
組
合
長

二
摩

紀
昭

真
庭
市
落
合
垂
水
一
〇
六
四
番
地
の
一

10

真
庭
農
業
協
同
組
合

代
表
理
事
組
合
長

薬
師
寺
眞
人
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真
庭
市
中
島
四
一
八
番
地
の
一

11

株
式
会
社
真
庭
ノ
ウ
キ
ョ
ウ
連
合
青
果
市
場

代
表
取
締
役

清
水

壽
忠

真
庭
市
落
合
垂
水
一
〇
六
四
番
地
の
一

12

真
庭
農
業
協
同
組
合

代
表
理
事
組
合
長

薬
師
寺
眞
人

美
作
市
明
見
一
七
二
番
地
二

13

勝
英
農
業
協
同
組
合

代
表
理
事
組
合
長

則
本

衞

四

委
託
を
受
け
た
事
務
を
行
う
場
所

１

岡
山
市
南
区
藤
田
五
六
〇
番
地
二
三
六

ダ
イ
キ
株
式
会
社
ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
ダ
イ
キ
Ｅ
Ｘ
岡
山
店

２

玉
野
市
田
井
二
丁
目
四
四
六
四
番
地

玉
野
市
農
林
水
産
振
興
セ
ン
タ
ー

３

岡
山
市
東
区
瀬
戸
町
光
明
谷
一
九
五
番
地

岡
山
東
農
業
協
同
組
合
営
農
販
売
部

４

岡
山
市
東
区
瀬
戸
町
観
音
寺
二
一
八
の
四
番
地

玉
井
青
空
市
販
売
所

５

赤
磐
市
松
木
四
八
〇
番
地
の
三

株
式
会
社
Ａ
コ
ー
プ
西
日
本
く
ま
や
ま
店
販
売
所

６

高
梁
市
落
合
町
阿
部
一
七
〇
〇
番
地

高
梁
ふ
る
さ
と
特
産
ゆ
め
市
場

７

高
梁
市
成
羽
町
佐
々
木
一
六
番
地

神
楽
の
里

８

高
梁
市
津
川
町
今
津
八
八
三
番
地
一

び
ほ
く
農
業
協
同
組
合
グ
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー

９

新
見
市
高
尾
二
四
二
三
番
地

阿
新
農
業
協
同
組
合

真
庭
市
草
加
部
一
八
一
〇
番
地

10

全
農
岡
山
県
本
部
総
合
家
畜
市
場

真
庭
市
中
島
四
一
八
番
地
の
一

11

株
式
会
社
真
庭
ノ
ウ
キ
ョ
ウ
連
合
青
果
市
場

真
庭
市
中
島
四
二
二
番
地
の
一

12
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Ｊ
Ａ
ま
に
わ
き
ら
め
き
の
里

勝
田
郡
勝
央
町
植
月
中
八
五
八
番
地
四

13

勝
英
農
業
協
同
組
合
営
農
セ
ン
タ
ー

五

委
託
の
期
間

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
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〔
二
〇
二
〕
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
六
年
四
月
二
十
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
六
年
四
月
十
七
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
東
備

三

代
表
者
の
氏
名

片
山

健

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

備
前
市
西
片
上
一
九
三

一

－

五

定
款
変
更
の
内
容

１

事
業
の
変
更

特
定
非
営
利
活
動
に
係
る
事
業
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

障
害
児
・
者
に
関
す
る
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業

(1)

障
害
児
・
者
に
関
す
る
相
談
支
援
事
業

(2)

障
害
児
・
者
に
関
す
る
地
域
生
活
支
援
事
業

(3)

地
域
生
活
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り
事
業

(4)

そ
の
他
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
事
業

(5)
２

理
事
の
定
数
を
三
人
以
上
六
人
以
下
に
改
め
る
。

３

理
事
長
以
外
の
理
事
は
こ
の
法
人
の
業
務
に
つ
い
て
こ
の
法
人
を
代
表
し
な
い
旨
の
規
定
を
加

え
る
。

４

第
二
十
三
条
中
「
収
支
予
算
」
を
「
活
動
予
算
」
に

「
収
支
決
算
」
を
「
活
動
決
算
」
に
改

、

め
る
。

５

第
二
十
三
条
、
第
三
十
九
条
及
び
第
四
十
五
条
中
「
収
入
」
を
「
収
益
」
に
改
め
る
。

６

第
四
十
八
条
中
「
収
支
計
算
書
」
を
「
活
動
計
算
書
」
に
改
め
る
。

７

理
事
又
は
社
員
が
社
員
総
会
の
目
的
で
あ
る
事
項
に
つ
い
て
提
案
し
た
場
合
に
お
い
て
、
社
員

の
全
員
が
書
面
に
よ
り
同
意
の
意
思
表
示
を
し
た
と
き
は
、
当
該
提
案
を
可
決
す
る
旨
の
社
員
総

会
の
決
議
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
と
す
る
。
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８

７
の
場
合
に
お
い
て
は
、
次
の
事
項
を
記
載
し
た
議
事
録
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

と
す
る
。

社
員
総
会
の
決
議
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
事
項
の
内
容

(1)

の
事
項
の
提
案
を
し
た
者
の
氏
名
又
は
名
称

(2)

(1)社
員
総
会
の
決
議
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
日

(3)

議
事
録
の
作
成
に
係
る
職
務
を
行
っ
た
者
の
氏
名

(4)
９

定
款
変
更
を
す
る
際
に
所
轄
庁
の
認
証
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

目
的

(1)

名
称

(2)

そ
の
行
う
特
定
非
営
利
活
動
の
種
類
及
び
当
該
特
定
非
営
利
活
動
に
係
る
事
業
の
種
類

(3)

（

。
）

主
た
る
事
務
所
及
び
そ
の
他
の
事
務
所
の
所
在
地

所
轄
庁
の
変
更
を
伴
う
も
の
に
限
る

(4)

社
員
の
資
格
の
得
喪
に
関
す
る
事
項

(5)

役
員
に
関
す
る
事
項
（
役
員
の
定
数
に
係
る
も
の
を
除
く

）
。

(6)

会
議
に
関
す
る
事
項

(7)

そ
の
他
の
事
業
を
行
う
場
合
に
お
け
る
、
そ
の
種
類
そ
の
他
当
該
そ
の
他
の
事
業
に
関
す
る

(8)
事
項解

散
に
関
す
る
事
項
（
残
余
財
産
の
帰
属
す
べ
き
者
に
係
る
も
の
に
限
る

）
。

(9)

定
款
の
変
更
に
関
す
る
事
項

(10)
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〔

〕

（

）

、

二
〇
三

河
川
法

昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号

第
十
六
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
り

次
の
河
川
整
備
計
画
の
案
に
つ
い
て
、
縦
覧
に
供
す
る
。

こ
の
河
川
整
備
計
画
の
案
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
縦
覧
期
間
の
満
了
の
日
ま
で
に
知
事
に

意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
六
年
四
月
二
十
八
日河

川
管
理
者

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

河
川
整
備
計
画
の
案
の
名
称

一
級
河
川
旭
川
水
系
下
流
ブ
ロ
ッ
ク
（
岡
山
県
管
理
区
間
）
河
川
整
備
計
画

二

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
六
年
五
月
一
日
か
ら
同
年
六
月
二
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

岡
山
県
土
木
部
河
川
課
、
岡
山
県
備
前
県
民
局
建
設
部
建
設
企
画
課
、
岡
山
県
備
前
県
民
局
建
設

部
東
備
地
域
設
計
審
査
班
、
岡
山
市
都
市
整
備
局
河
川
港
湾
課
、
岡
山
市
東
区
役
所
総
務
・
地
域
振

興
課
、
岡
山
市
東
区
役
所
上
道
地
域
セ
ン
タ
ー
、
岡
山
市
東
区
役
所
瀬
戸
支
所
総
務
民
生
課
及
び
赤

磐
市
建
設
事
業
部
建
設
課
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